
３年 奨学金等説明会



Ⅰ 高等教育の修学支援金制度
（返還不要の支援）
給付奨学金 ＋ 授業料減免

一定年収以下の世帯

多子世帯

私立学校の理工農系の学科

※ 条件の合う人だけが採用される



Ⅱ 日本学生支援機構の

大学等奨学生申込み
（予約採用）

について



今年度の係は
高校在学中
大阪府育英会 打田先生
その他の奨学金 保久良先生

日本学生支援機構 予約奨学金
舟瀬先生・坂口由先生



受験にかかる費用

進学先決定
（３月末まで）



・受験料

・入学金（併願校を含む）

・入学時納付金（春学期分）

・塾・予備校等の費用



例 関西大学（商・法・経済など）

受験料 １出願ごと ３万５千円
入学金 ２６万円
授業料等（春学期分） ５２万円

年間では １２７万円

(３月末まで) 少なくとも ８２万円



受験にかかる費用の準備は

保護者等が準備することが多い

・貯蓄・学資保険などから

・教育ローン（国・民間）



大学等に入学後に

かかる費用



入学金＋授業料（４年間）

・国公立 ２５０万円

・私立文系 ４８０万円

・私立理系 ６９０万円



この費用の用意は誰がする？

・国の修学支援新制度

・学生の皆さん（奨学生）

・保護者等



・国の修学支援新制度

について



進学したいけど

お金のことが気になる

高校生のみなさんへ

（パンフレット 参照）



Ⅰ 高等教育の修学支援金制度
（返還不要の支援）
給付奨学金 ＋ 授業料減免

一定年収以下の世帯

多子世帯

私立学校の理工農系の学科

※ 条件の合う人だけが採用される



生計維持者の住民税上の扶養する
子供の数が３人以上の場合



来年４月当初から、

修学支援新制度を利用する場合は

次に説明する

日本学生支援機構の大学等
奨学生（予約採用）で申込みが必要



注意

多子世帯で

授業料等減免のみ

対象となる人も申込みが必要



進学後に申請しても

４月分からの支援を受けることが

できますが、支援が始まるのは、

申請から数か月後になります



Ⅱ 日本学生支援機構の

 大学等奨学生申込み
（予約採用）

 について



「日本学生支援機構」

（JASSO）とは



進学に必要な資金を

給付または貸与する

独立行政法人です



進学後に必要な資金を

日本学生支援機構で用意する場合

「事前予約」をするには

必要な手続きを高校在学中にします

⇒「大学等奨学生予約採用」



ただし、奨学金の振り込みは

来年４月以降 です。

これから始まる受験の費用には

間に合いません



「日本学生支援機構」を利用するのは、

皆さんです。保護者ではありません。

皆さん自身が、内容を理解し、

責任をもって手続きをしてください！



貸与奨学金は、

大学等を卒業後、

１０月から返済が始まります。



返済が滞ると、滞納者になります。

滞納者には厳しい罰則が科せられます。

家庭で必要な資金を相談しましょう！



奨学金に関するお知らせ

プリントの右側 参照







（確認）山田高校での申込の流れ

・ 中間考査後、必要書類の配布

・ スカラーネットに入力

場所・時間は、HRで連絡

申込期間 6月30日まで(厳守）



内容に誤りがあると結果の通知が

大幅に遅れる場合があります。

正確に記入・入力しましょう。



・必要書類を JASSOに

皆さんが簡易書留で郵送

注；次に該当する人は
機構から生徒宛に提出依頼が
届きますので、提出期限まで
に機構へ郵送します



＊以下の ア～エの該当者のみ

ア 日本国籍以外の人

イ「社会的養護を必要とする人」

ウ スカラネットでマイナンバーを提出できなかった人

エ 申込者や生計維持者が「海外居住者」に該当する人



11月以降に、決定通知書を
受け取る
＊クラスルームで連絡します

提出書類に不備がなければ



申込みの手順は

必要冊子の配布時に、プリントを

配布します。各自でよく読み、

申込みをしてください。



どうしてもわからないことがある場合、

配布の冊子「申込みのてびき」の

裏に載っている

「日本学生支援機構奨学金相談センター」

に、直接電話してください。



学校への

質問の電話は

しないでください



専門学校の中には
「日本学生支援機構の奨学金」が
利用できないところがあります。
専門学校の募集要項や日本学生支援機構の
ホームページで必ず確認してください。

また、海外の大学（海外大学の貸与対象校）に
進学する場合にも、利用ができます。

＊ただし、第二種奨学金（海外）のみ



奨学金制度の概要

奨学金に関するお知らせ
（裏面）を参照してください



希望する奨学金の種類
１ 高等教育の修学支援新制度

（給付奨学金及び授業料等減免）
２ 貸与型奨学金
（Ａ）第一種奨学金（無利子貸与）

月額20,000円～64,000円
（Ｂ）第二種奨学金（有利子貸与）

  月額20,000円～120,000円
（Ｃ）入学時特別増額貸与奨学金〔有利子貸与〕

100,000円～500,000円から100,000円単位



給付奨学金とは？

※ 条件の合う人だけが採用される

「学力基準」・「家計基準」のすべてを満たして
いる必要があります

「学力基準」を満たしていない人は
  （評定平均値 3.5 未満）
    別途「進学意欲の確認書」で確認



「家計基準」

① 収入基準

② 資産基準

  両方を満たす必要があります



貸与奨学金とは？

学力・家計の両方の基準を
満たす人が採用

「学力基準」

第一種（利子なし）＊評定平均値 3.5 以上

第二種（利子あり）



給付奨学金と何が違うの？

返す必要のある奨学金

保証を付ける必要があります



・ 「機関保証」
保証機関の連帯保証をうけます
保証料の支払いが必要となります

どんな保証制度があるの？

・ 「人的保証」
連帯保証人 および 保証人を依頼する

例 第二種奨学金・月８万円×４年
必要な保証料 毎月 4,397 円 (昨年度)



奨学金の返還について

利率固定方式     年  2.512 %

利率見直し方式    年  1.700 %

ただし、令和８年１月に貸与が終わった人
の場合（貸与が終わるときに決定します）



返還が難しい場合

・減額返還

・返還期限猶予

・在学猶予 など



☆注意

絶対に返済の延滞を

しないこと！



申し込んだ内容

（奨学金の金額など）は

  進学後、変更できます

ただし、変更できる期日の制限があります



保護者の人と

よく相談して

資金の準備をしてください



以上です

お疲れ様でした
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